
◆こころのバリアフリーを促進するための広報・啓発
◆障害への理解を深め、温かいこころを育てるための福祉教育の充実
◆障害のある人のあらゆる社会参画を促進し、積極的に活動できる共生社会の構築
◇小学校３年生向けの福祉教育副読本の改訂
◇障害者等用駐車場の適正利用に関するマナー啓発

◆住宅のバリアフリー化の促進
　◇公営住宅の整備
　◇建築住宅センターの充実による相談体制の整備
　◇秋田花まるっ住宅の普及、秋田花まるっ住宅サポートネットワークの活用
◆歩道の段差解消や低床バスの導入支援による交通・移動の円滑化の促進
 　◇障害者等用駐車場利用証制度（パーキング・パーミット制度）の導入
　◇人にやさしい道づくり（歩道整備、歩道段差解消等）
◆建築物・道路・公園等まちの一体的な整備の促進
　◇公共施設のバリアフリー化の促進
　◇安全・安心なまちづくり（犯罪被害者の支援、交通安全対策等）
◆使いやすい福祉用具やユニバーサルデザインの日用品など、ものの研究開発
　◇福祉用具貸与、購入費等の補助
◆誰にもわかりやすい情報の提供とコミュニケーション手段の確保
 　◇バリアフリーツアーセンターの開設（宿泊・観光施設のバリアに関する情報の提供・相談等）
　◇公共機関のホームページのバリアフリー化
　◇点訳や音訳図書、手話や字幕入り映像等による情報提供
◆住民相互の助けあいや交流の輪を広げるしくみづくり
◆障害者差別解消法の施行に伴う差別解消の促進
 　◇障害者への差別解消についての広報啓発、配慮事例等を示した対応マニュアル等の作成及び周知等
◆多様な就労形態の整備 
　◇障害者就業及び職業訓練等の促進
◆冬でも安心して歩けるまちづくり
　◇除排雪や消・融雪道路の整備
　◇小型除雪機の提供
◆積雪期の安全な生活
　◇除雪ボランティア活動への支援

◆｢秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例第8条｣に基づき、
　｢バリアフリー社会の形成の基本となる計画｣として策定する。
◆第2次基本計画が平成27年度で終了することから、主な施策や数
　値目標等について必要な見直しを行うとともに、新たな取組を盛
   り込み、次の5カ年における施策の推進方向とその内容を示す。

◆高齢者、障害者等を含む誰もが、自らの意思で自由に行動し、安全で快適に生
　活ができる社会の実現を図るため、県、事業者及び県民等が一体となった取組
　をバリアフリーの視点でまとめ、計画的に進めるための指針となるもの。
◆「第2期ふるさと秋田元気創造プラン」の基本政策である「安全で安心な生活
　環境の確保」のための「安全で快適なバリアフリー社会の実現」に位置づけら
　れている。

◆平成２８年度から
　平成３２年度まで
　の５年間

◆平成２７年１２月　パブリックコメントの実施
◆平成２８年　１月　バリアフリー審議会での審議
◆平成２８年　２月　県議会に説明
◆平成２８年　３月　計画決定

【評価】

◆数値目標を掲げた施策については、概ね目標値を達成しており、各分野において、バリアフリー化（バリアの解消）が

　着実に進展している。

◆また、関係団体が連携し広報・啓発活動に積極的に取り組んだ結果、県民が一丸となって互いに支え合い、こころの

　バリアや社会のバリアを解消する気運の醸成が図られた。

【課題】

◆第二次計画の成果を踏まえ、「バリアフリー社会の実現」に向けた様々な取組を加速していく必要がある。

◆「バリアフリー社会の実現」のため、新たな取組による障害者等用駐車場の適正利用の推進及びバリアフリー観光への

　対応などが求められている。

◆安全で便利な交通の確保と住まいから地域生活へのスムーズな移動
　　積極的な社会参加に向けた移動手段として、生活バス路線等を確保するほか、新たに「障害者等
　用駐車場利用証制度」を導入する。
　   また、相談センターとしての機能を持つ「バリアフリーツアーセンター」を開設し、あらゆる方
　が快適な秋田の旅を楽しめるようにする。
◆みんなにやさしく、安全で安心なまちづくり
　　公共の建物や商業施設、道路や公園などの生活関連施設のバリアフリー化を引き続き進める。
　　また、障害者に対する差別解消策のほか、地域の安全に対する不安を解消するための「地域ネッ
　トワーク活動」、災害時における防災対策を促進するため、災害時に援護が必要な方々への支援策
　を充実する。

【第三次計画の重点推進事項】【第二次計画の評価と課題】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バリアフリー社会の形成に関する基本計画（第３次基本計画（素案）の概要）　　　　　　　　　　　福祉政策課

【策定の趣旨】 【計画の性格と位置づけ】 【計画期間】 【策定のスケジュール】

基本目標 3つの基本方針 ４つの秋田県の将来像 8つのバリア 【施策の方向と主な取組（バリアの除去）】
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【県民意識の高揚】

ノーマライゼーション
理念が定着した秋田

【こころ】

◆障害のある人を特別視するなどの
   意識上のバリア

 県民が積極的にバリア
 フリー社会の実現のた
 めに取り組むようにす
 る。

【すまい】
◆段差などにより、住宅が使いにく
   い状態

【交通・移動】

安全、安心に
生活できる秋田

◆目的地まで円滑に到達することを
   阻害するバリア

【支援体制の整備】
【まち】

◆施設の機能を円滑に利用できな
  い、または情報提供や各種サービ
  スが受けられない状態 高齢者、障害者等が社

 会のあらゆる分野の活
 動に参加できるように
 する。

共に支え合う秋田

【もの】
◆福祉用具や日用品が使いにくい状
   態

【情報】
◆五感から得る様々な情報入手が困
   難な状態

【施設等の整備促進】
【社会】

◆支え合いのしくみが不十分なため
   社会参加がしにくい状態

 高齢者、障害者等が安
 全で、円滑な利用がで
 きるように施設等の整
 備を促進する。

雪の季節を楽しみ、
喜びを実感できる秋田

【雪】

◆積雪による通行困難、交通機関へ
   の障害など外出に支障をきたして
　いる、または除排雪が高齢者等に
　大きな負担となっている状態
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